
地域公共交通確保維持事業に係る令和８年度運行分の 

認定申請について 
１  地域公共交通確保維持事業について                                 

 国土交通省が交付している補助金（国庫補助）であり、防府市内を走る路線バス

のうち、地域間幹線系統、すなわち防府市と他市をつなぐ路線については、この補

助金の対象になります。 

 国庫補助申請については、毎年市の法定協議会で協議し、市の協議会から国土交

通省へ「計画認定申請書」（資料 1-1及び資料 1-2）を提出することが、バス事業者

が国庫補助を受ける条件となっています。 

 この計画認定申請の期限が、毎年６月末までとなっていますので、この度協議さ

せていただく運びになりました。 

なお、防府市地域公共交通計画の計画期間は、平成３０年３月から令和８年３月

末となっており、補助対象期間に満たない期間が６月あるため、次期計画策定後、

変更認定申請を予定しています。 

 

２ 地域間幹線系統補助・車両購入に係る補助について                                   

 添付資料のとおり 

 

３ 補助対象者                                 

 乗合バス事業者（防長交通㈱、ＪＲバス中国㈱） 

 

４ 補助対象期間                                 

 令和７年１０月１日～令和８年９月３０日（１年間） 

 

５ 補助対象となる系統                              

事業者名 運行系統 

防長交通㈱ 防府駅前～新南陽駅前～徳山駅前 

防長交通㈱ 堀～中山～防府駅前 

防長交通㈱ 堀～和字～防府駅前 

ＪＲバス中国㈱ 防府駅～ゆめタウン山口・県庁・湯田温泉通～中尾口 

ＪＲバス中国㈱ 防府駅～ゆめタウン山口・県庁・湯田温泉通～山口大学 

 

※なお、今回の協議会を経て認定申請書を国土交通省へ提出したのちに国土交通省   

からの指摘事項が生じた場合の対応は、事務局にご一任いただきたく存じます。
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